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１．事業の概要

平成２２年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略２０１０」では、

我が国の生物多様性の損失を止めるために、２０２０年までに「絶滅の危

機に瀕した種の個体数や生息数・生育環境の維持・回復を図る」ことなど

があげられている。希少野生動植物の保全のための主要な法律である、種

の保存法に基づいて定められた国内希少野生動植物種（８２種）は、我が

国の絶滅のおそれのある種（３，１５５種）の２％に過ぎず、また、国内

希少野生動植物種の生息地等保護区は全国で９箇所（約８５ｈａ）のみで

ある。さらに、種の保存法で譲渡し等が規制されている国際希少野生動植

物種についても、違法な譲渡し等が見られる。

このため、種の保存法等の施行状況を踏まえ、今後の希少野生動植物の

保全制度等のあり方について検討を行うものである。

２．事業計画

「希少野生動植物の保全のあり方検討会（仮称）」を設置し、今後の希

少野生動植物の保存のあり方を総合的に検討する。そのため、同検討会の

下に、「生息地等保全及び保護増殖のあり方分科会（仮称）」及び「希少

野生動植物の流通管理のあり方分科会（仮称）」を設置し、種の保存法を

中心として、関係法令を横断した希少野生動植物種の保全のあり方につい

て検討を行う。（平成２３年度）

３．施策の効果

上記検討会等における検討結果に応じて、希少野生動植物の保全のあり

方の改善を図るとともに、種の保存法の改正を行う。
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○生息地等保護区
が少ない
９箇所（約85ha）
○国内種が少ない
（82種）、離島等に
生息する種に偏在

○保護増殖事業の
予算配分の変更が
必要 （47計画）
○国際種の登録で
は、個体と登録票
の一対一関係が弱
く、偽造等あり 等
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